
議案第 54 号 

令和５年度貝塚市一般会計補正予算（第５号）の件 

令和５年度貝塚市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７９，１９５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，９０５，４７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和５年９月７日提出 

 

                                                貝塚市長 酒 井  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

14. 国庫支出金 7,904,147 10,800 7,914,947

2. 国庫補助金 1,732,638 10,800 1,743,438

17. 寄附金 730,250 19,079 749,329

1. 寄附金 730,250 19,079 749,329

19. 繰越金 100 333,816 333,916

1. 繰越金 100 333,816 333,916

21. 市債 2,152,256 15,500 2,167,756

1. 市債 2,152,256 15,500 2,167,756

37,526,275 379,195 37,905,470

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 4,367,260 88,392 4,455,652

1. 総務管理費 3,665,695 88,392 3,754,087

3. 民生費 17,286,773 36,558 17,323,331

1. 社会福祉費 7,288,092 32,155 7,320,247

2. 児童福祉費 6,809,554 4,403 6,813,957

4. 衛生費 4,668,749 10,580 4,679,329

1. 保健衛生費 2,000,560 10,050 2,010,610

3. 病院費 930,657 530 931,187

7. 商工費 478,755 570 479,325

1. 商工費 478,755 570 479,325

8. 土木費 3,439,175 1,717 3,440,892

2. 道路橋梁費 1,014,818 0 1,014,818

5. 都市計画費 1,901,164 1,717 1,902,881

9. 消防費 1,265,365 500 1,265,865

1. 消防費 1,265,365 500 1,265,865

10. 教育費 2,766,280 9,878 2,776,158

4. 幼稚園費 288,700 9,878 298,578

12. 諸支出金 4,873 231,000 235,873

3. 財政調整基金 0 231,000 231,000

37,526,275 379,195 37,905,470

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



(追加)

　事　　　　　　項

第 ２ 表　　　　債  務  負  担  行  為  補  正 

期　　　　　間 限 度 額

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 事 業 令和５年度～令和６年度 2,495千円



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

492,900 証書借入 年6.5％以内 政　府 20 5 左記の条件の範囲  証券発行の場合 497,600 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

53,900 れる政府資金及び 10 0 場合その条件に従  下回るときは、 64,700 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

利率の見直しを行っ 合により償還期限  めるために必要

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 2,152,256 2,167,756

 元利均等

 年賦又は

 半年賦・

 均等若し

公 共 施 設 等
除 却 債

道路橋梁等新設
改 良 事 業

利  率
償還の方法

 くは満期

 又は元金

 一括償還

限度額利  率 備   考
償還方法

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
償還の方法

備　　考


